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１．計画の位置づけ 

本計画は、安八町が行動計画として平成２９年３月に策定した「安八町公共施設等総合

管理計画」に定める長寿命化の実施方針に対応するため、インフラ施設の橋りょう部門の

計画として位置づけ、予防的に修繕するメンテナンスサイクルの核とするものである。 

 

 

２．計画の概要と目的 

平成２６年３月に公布された「道路法の一部を改正する法律」及び「道路法施工規則の

一部を改正する省令」により、２ｍ以上のすべての橋梁に関し、５年毎の近接目視による

点検が義務付けられた。 

そこで、町が管理する橋梁を適切に維持していくため、橋梁の長寿命化と修繕費等の縮

減・平準化を図りつつ、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することを目的として、本

計画を策定する。 

ただし、橋梁の状態は経年劣化や疲労等により刻々と変化することから、各年度毎に実

施する点検結果等を踏まえ、適宜計画を更新するものとする。 

 

 

３．判定区分 

定期点検における橋梁の健全度を表す判定区分は、次のとおりとする。 

区分 状態 措置 

Ⅰ 健全 
構造物の機能に支障が生じていな

い状態 

監視や対策を行う必要のない状態 

Ⅱ 予防保全段階 

構造物の機能に支障が生じていな

いが、予防保全の観点から措置を

講ずることが望ましい状態 

状況に応じて、監視や対策を行う

ことが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 

構造物の機能に支障が生じる可能

性があり、早期に措置を講ずべき

状態 

早期に監視や対策を行う必要があ

る状態 

Ⅳ 緊急措置段階 

構造物の機能に支障が生じてい

る、又は生じる可能性が著しく高

く、緊急に措置を講ずべき状態 

緊急に対策を行う必要がある状態 
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４．対策の優先順位 

対策の優先順位は、次に示す管理区分、健全度、規模や利用形態等により行い、点検・

補修等により健全度を変更した場合には、優先順位の見直しを実施する。 

 

区分 内  容 

A 第三者被害を及ぼす可能性のある橋梁（跨道橋） 

B 緊急輸送道路にある橋梁 

C 管理道路の分類 B・Cに架かる橋梁 

D 通学路に指定されている道路に架かる橋梁 

E 上記区分以外の橋梁 

 

＜参考＞管理道路の分類 

分類 対象道路 

分類Ｂ 国道・県道規模の道路 

分類Ｃ 都市計画マスタープランにおける幹線、補助幹線、主要道路 

分類Ｄ 上記以外の道路 

※ 安八町道路舗装維持管理計画より 

 

 

５．維持管理の考え方 

 ○老朽化対策における基本方針 

橋梁は降雨や降雪により常に浸食作用を受けており、損傷状況によって修繕工法・

費用が異なることから、損傷の小さなうちに予防保全的な措置を行うことで、維持管

理に係るトータルコストの最小化を図ることができる。町が管理する橋梁において

は、早期措置段階の橋梁が多く残されていることが課題であり、早期措置段階の橋梁

修繕を進めていく。 

 

○新技術の活用方針 

厳しい財政状況や技術者の不足といった制約のなかで、今後、橋梁の老朽化対策に

適切に対処していくためには、効率的な維持管理を可能とする新技術の活用により、

費用の縮減や作業の効率化などに取り組む必要がる。そのため、新技術の活用につい

て、以下のとおり検討する。 

 

（１）点検 

令和１６年度までに実施する点検業務では、UAV点検などの新技術活用の検討を

行い、橋梁点検車や高所作業車では近接できない桁下部などにおいて、２橋程度実
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施する。新技術を活用することで、従来点検と比べて、１橋あたり１０万円程度の

費用縮減を図る。 

 

（２）補修工事 

令和５年度以降に新たに設計を実施する橋梁においては、ＮＥＴＩＳ等に掲載さ

れている新技術の活用について、従来技術との比較検討を行い、費用の縮減や作業

の効率化を図る。 

※ＮＥＴＩＳ（新技術情報提供システム）とは、民間企業等により開発された新技

術に係る情報を共有及び提供するためのデータベース。 

 

短期目標として、上記で記載した技術等を活用し、設計段階から比較検討を行い、

一橋あたり１００万円のコスト削減を目指す。 

 

（３） 撤去集約 

 今後、迂回路が存在し交通量の少ない以下の橋梁について、集約化・撤去又は機

能縮小を検討し、令和１６年度までに４橋の集約化・撤去を行い、約４百万円のコ

スト縮減を目指す。 

 

 〇群管理マネジメント（地域一括発注の推進） 

    限られた予算と人員で効率的な維持管理を継続するため、近隣自治体と連携した 

   「群管理マネジメント」を推進する。具体的には、橋梁点検業務の地域一括発注

（共同発注）を実施することで、スケールメリットを活かした委託費用の縮減や、 

   共通仮設費等の効率化、および事務負担の軽減を図る。 

    また、広域での一括発注により点検基準の標準化を図り、地域全体でのインフラ

品質の均質化を目指す。 

 

 ○費用の縮減に関する方針 

 当町は、公共交通に恵まれない環境下であり、車での移動が必要不可欠な地域性

である。その中で住民が日常的に使用し、その交通量も多い橋梁については現状集

約・撤去は困難である。 

 今後、多くの橋梁施設の修繕・更新時期が一斉に到来することが予想される。 

 社会経済情勢や施設の利用状況、財政状況に見合った施設の最適化より検討した

結果、橋梁の集約化、機能縮小などによる費用の縮減を図る。 


